
 

 

 

 

 

 

❐ 「インボイス制度」～③どうなる？制度施行後のシルバー～ 

〈インボイス制度が始まると（令和５年１０月１日～）〉 

インボイス制度が始まっても、会員の皆さんへはこれまでどおり

発注者から預かった消費税額を含めて配分金をお支払いします。 

シルバー会員は消費税免税事業者であるため、引き続きこの消

費税を国に納める必要はありません。 

 

 

① ただし、インボイス制度が始まると、センターはシルバー会

員との取引について消費税の仕入税額控除が認められなくな

り、その分を負担しなければなりません。つまり、センター

としては新たな納税コストが発生するということです。 

 

 

② センターでは、この新たな納税コストについては、発注者と料

金の値上げ交渉を行うほか、一層の業務効率化を図るなどで、会

員の皆さんの配分金額に影響しないよう尽力いたします。 

 

１２月、１月号と３回にわたってインボイス制度についてお話ししてきまし

たがいかがでしたでしょうか。あまり馴染みのない内容に混乱された方もいる

かと思います。 

制度が始まるのは今年の１０月からですが、完全実施されるのは令和１１年

１０月からです。それまでは経過措置期間が設けられ、徐々に完全実施に向け

て対応していきます。当センターだけではなく、全国のシルバー

に関わることなので、情報が入り次第また皆さんへお知らせしま

す。 
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令和５年２月１０日発行 

 

現在の会員数 

合   計   １９４名 

(男  性  １３１名) 

(女  性   ６３名) 



 

 

❐ 互助会主催「トランプ大会」は中止！ 

新型コロナウイルス感染防止のため、今回のトランプ大会も大変残念ではあ

りますが中止といたします。 

ただ、政府によると新型コロナの感染症法上の位置づけが、５月の連休明け

からは現在の２類相当から、季節性インフルエンザなどと同じ５類に移行する

とのことなので、様子を見てイベントを開催するかもしれません。 

今年こそは、会員の皆さんと気兼ねなく交流できる日を楽しみにしています。 

 

❐ 除雪機械操作講習会を開催しました 

先月号でお知らせした「除雪機械操作講習会」は、天候にも恵まれ無事に終

了しました。皆さんご参加いただきありがとうございました。 

初心者の方も、機械の操作に慣れているベテランの方も、皆基礎から学び、

就業に活かせるようなより実践的な内容を中心とした講習会となりました。 

また、講習会場の準備を行ってくれた歩道除雪班の皆さん、ご協力いただき

ありがとうございました。 

❐ 令和５年度の会費について 

４月１日から新年度が始まります！令和５年度分の会費徴収についての詳細

は、３月の事務局だよりで改めてご案内いたします。 

事務局だよりと一緒に就業希望調査書も配布しますので、用紙の両面をご確

認、ご記入いただき、地域班長または事務局へご提出くださいますようお願い

いたします（※例年、名前の記入漏れが多いのでご注意ください）。 

また、ご友人などで入会条件満たす方（黒石市在住で６０歳以上）がいらっ

しゃいましたら、ぜひ事務局へご紹介ください。シルバーに入会するしないに

関わらず、気兼ねなくお越しください。お待ちしております。 

 

発 行   公益社団法人黒石市シルバー人材センター 

〒０３６－０３０６ 青森県黒石市大字内町６１番地１ 

Ｔ Ｅ Ｌ   ０１７２－５２－５１３１ 

緊急連絡先 ０８０－６０１１－５１３１ 


